
国分寺市介護老人保健施設すこやか及び

国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい指定管理に関する

事業計画書

令和4年8月31日

団体名称一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会

*各項目について, 貴団体等の状況及び指定管理に係る取り組み.考え方について記載してくだ
さい。

*各項目の記載欄不足の場合は, 任意の別紙に記載し添付してもかまいません。

(1)団体等の基本理念.姿勢について
*施設の設置目的に対する理解や公共性.平等利用についての考え方
別紙記載

(2)団体の安定性について
�c団体等の経営状況の安定性
別紙記載

(3)団体の継続性について
*団体等の設立から何年経過しているか
別紙記載

(4)団体等運営の透明性・公平性
*進んで団体等の情報等を公表しているか
別紙ぽ載

(5)団体等運営における法令等の遵守状況
�個人情報保護法, 労働基準法等が遵守されているか
別紙記載

(6)運営実績

�同様な施設での運営実績(契約書等の添付のこと)
別紙記載

(7)効率・効果的運営への取組み状況
*施設利用の促進方策・創意ェ夫
別紙記載

(8)受託への熱意・意欲
別紙記載

(9)事業運営への独創性
*団体等でしかできない事業提案
別紙記載

(1の施設管理の安全性への配慮
*有資格者の常駐・施設管理の専門性のある団体等
別紙記載

(11)利用者への対応状況(接遇・苦情対応)



*利用者への対応マニュアル・社員教育独自マニュアルの整備(利用者へ平等利用は確保で
きているか)
別紙記載

(12)社員等の育成状況
*研後の実施状況等
はボ

(13)個人情報保護対策状況(情報の管理体制)

(14)自お事業などの提案
*施設のq受置目的に沿って「‘ガ体が独flに企画し, [1己の財源で斤う事業
*自主事業収支計算書(書式任意)を捉出してください。

(15)障害者の雇用状況
*事業所における障害者雇用率
ぐぜあ

(16)高齢者の雇用状況
*事業所における高齢者(65歳以上)雇用率
ちあ；ぜ

(17)管理運営に必要な提案金額
※ぼ細については, 別紙収支な算書を参照。

ンねどれ

(18)環境への配慮
*事業所における省ェネルギー, 省資源, 廃棄物削減, グリーン購入の椎進等への取り組
み状況

(19)地域雇用の状況
・当ま施設における市内在住者の雇用, 高齢者の展用, 現状及びこれからの計画

(20)災害時の対応
・地震や火災等の災害が発セした場合の対応
あば

(21)新規利用者獲得のための取り組み
・新規利用者獲得のための取り組み状況
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1.団体等の基本理念・姿勢について

(1)-般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会の沿革

平成3年7月国分寺市は、市民の相互援助方式による在宅福祉サービス等の担い手とし

て、任意団体の「健康福祉サービス協会」を設立しました。

平成6年12 g国分寺市の「総合保健福祉センター・老人保健施設中央館等の施設のあり

方に関する検お会」において、同館内に開設する老人保健施設.総合保健福祉センターの運営

は、「健康福祉サービス協会」を民法34条の酎団法人化し、体的に行うこと力ち産当である

と提言されました。

これを受け、平成10年4月ぼ分寺市は5億円の基本財産を負桁し「IM団法人旧分寺市

健疲福祉サービス協会」を設立しました。

平成12年4ガ「I玉I分寺市介護老人保健施設すこやか」の開設認nj取得と同時に、旧分

寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい」の通所介霞事榮、並びに訪問介護事業、ばセ介

護支援事業の指定を受け、国分寺市内を中心として介護保険の各種サービスを中心に事業展

開し現在に至っております。

国の進める公益法人改革に伴い、財団法人は公益財明法人か‘般財団法人のいずれかに移

むするよう求められました。平成24年4月1口、当協会は-般の団法人への移行が認めら

れ移行と並行して財団の基本財産から4億円を国分寺市に寄付させていただきました。

ま協会は、高齢者の保健の向とと福祉の増進をIさ的とした、公設民営の介護保険施設運営

のために設立された法人です。

高齢者が住み慣れた作宅での生括を継続できるよう、入所サービスと在宅サービスを提供

し利用ボの身体機能の維持.回復と家族介護者の負担軽減を図り、国分寺市高離者保健福

祉計画.第8期国分寺市介護保険事業計画の基本■念"個人としての尊厳力S保たれ地域.

社会の支え合いによる、き立した豊力ぬ生活を尖現する“に沿った事業運営に努めておりま

す。

(2)旧分寺ポ介護老人保健施設すこやかについて

介護老人保健施設は、看護.医学的管埋の下における介護及び機能訓純等により、入所者が

その有する能力に応じて自立したH常生活を営むこと力拙来るよう支援し、在宅生活への復婦

� 1 �



支援を目的としています。

当施設には、理学療法士、作業療法士、言き聴覚士が勤務しております。

リノ\ビリ専門の3職種による個別リハビリテーションの他、様々な職種の職員力欄働して

入所者の在宅生活への復お.継続を支援するとともに、短期入所療養介護(入所定員内で受

入).通所リハビリテーションにも取り組み、国分を市内維持期リハビリテーションの拠点施

設となるよう努めております。

(3)国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあいについて

高齢者在宅サービスセンターは、利用者がその有する能力に応じて自立して居宅でB常生

活を継続することが出来るよう、支援することを目的としています。当施設では、地域ボラ

ンティアの皆様の協力を得て、趣味生きがい活動等の充実にも努め、ともすれぱ孤立しがち

な高齢者の社会参加と、心身機能の維持、家庭介護者の負担軽減等を支援しております。

令和4年度より定員を縮小し、地域密着型通所介護事業所として運営してレムます。

(4)公共性.平等利用について

入所施設につきましては、公設民常施設であることから、公設施設が果たす役割を充分に

埋解した上で施設述営をu指し、スタッフ-同その速営方法を模索している中でリハビリ

テーションの提供を重点に置き、セーフティーネットの役割を果たせるよう、市や地域の関

係機関と連携しながらこ利用レゾこだレぴおり市民サービスの向上に努めております。

通所リハビリテーションは、令和4年4月より定員15人から24人に、更に10月からは

30人に定員を拡大し市内に不足する在宅高齢者のリハビリテーションのニーズに対応する

体制をとってきました。。

高鯨者在宅サービスセンターふれあいは、通所介護事業所として開設から20年が経過する

中で果たすべき役割は大きく変わってきています。市内では通所事業所の撒退も見られてい

る中、在宅生活を継続するために人浴、■せつ食事その他介助等の介護を必要とするご利用

者には、特に安全面を配慮しご利用いただいております。令和4年度からは定員を24人から

15人に規模を縮小して事業運営を継続しております。

2.団体の安定性について
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当協会は、国分寺市から運営補助金を受けておりますが、収益事業である介護保険事業全体

で損釜を通算することにより、補助金の削減に努めております。

"すこや力、"."ふれあい"に対する国分寺市の補助金椎移(単位:下円)

年度 26年度 27年度～3年度 4年度(予定)

支出額 29,370 29.125 27,943

すこやかについては介護老人保健施設の稼働率92%.通所リハビリテーションサービスで

77%であり、ポの補助金を含めると黒字となっています。

二ぢふれあいは稼働率60%という状況であり、每年ホ字力s'続いています。令和3年度バ平均

利用者数は344.8人でした。経常収入は41,320で円、経常支出は48,364下円となり、7,044

で円の経常損失を計上しました。

国分ガ市内には、通所介護事業所12か所、地域密着型通所介護事業所は1(Jか所、合計31か

所となっています。更に、認知症対応型通所介護2か所、づ、ゾ劍莫多機能型居宅介護4か所があ

り、市内高齢者が通所できるサービス事業所は20年前と比べ大きく改善され、開設当初とは全

く違う状況です。-方、通所リハビリテーション事業所は当施設を含め、市内3力、所となって

います。これは20年前とほぼ変わらない状況であるだけでなく、撒退する事業所も出ており高

齢者がな宅で暮らしながらリノ \ビリテーションを受けることは難しレン状況力滅ルンております。

H分キ市介護保険事業計両・高齢者保健福祉計画策定時に実施している介護支援専門ぜに対

するアンケート調査では市内に不足しているサービスに上位にとがっています。

福祉医療機構F2020年度(令和2年度)介護.福祉施設の経営状況(速報)」によると通所

介護事業所、地域密着巧ぱ介護事業所の赤宇施設割合は令和元年度より3. 9ポイント拡大して

41.9%となっており、コロナ禍における利用率低Fの影響は大きく、経営状況が悪化した通

所介護施設は全国的に増えている状況です。

これらの状況を踏まえ市との協議のヒで令和4年度から定員を15人に縮小し地域密着型

通所介護への変更により、単価の増加を見込んでおります。当施設は同じフロアーで通所リハ

ビリテーションを同時に行っているため、一体的にサービス提供がn」能であり効率性を意識し

た運営をしています。しかし配置基準は事業所単位となっていることや、2事業所運営に必要な
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事務負担の効率化は望めす、大きな課題となっています。単価は改善されますが、費用の削減

は難しい状況です。

また、独立行政法人福祉医療機構『2020年度(令和2年度)介護老人保健施設の経営状況

について』によると老人保健施設等介護保険施設全般に定員規模カホきいほうがスケールメリ

ットが働き、経営が安定する傾向があり、黒字施設は、定員規模が大きかったとされています。

当施設の人所定員は、構造上見直しが難しいものの、通所事業ついては今後十分改善の余地

があるため、見直しも視野に入れ国分寺市と協n義のj-進めて参ります。

3.団体の継続性について

当協会は、介護認定を受けた高齢者と個別に利用契約を結び、入所・通所する利用者にサー

ビスを提供しております。

サービス提供には専門の有資格者が不可欠であり、人材を安定して確保するため、正職於に

ついては雇用期間を定めすに採用し、施設運営に必要な送迎車両.リノばリ機器.バソコン等

も長期リース契約により調達しております。

現在介護現場の繁務ルIIしをむっております。利川巾込者への迅速な対応や、セーフティー

ネットの役割を果たし、養度イヒヘの対応に合わせた職貫のスキルアッブと業務担当制の導入に

よる業務効率イヒを図り、更に次世代介護機器導入に向けた検討を進め、常に現場職員の負担軽

減と同時に業務効率イヒを進めております。そのことにより、安定した介護職員等の定着を図 づ

ておりますが、そのことが同時に提供サービスの質の向とにも繁がるものと認識しておりまま。

施設運営上の様々な課題はあり、改善が必要な点もありますが、様々な資格を持つ職員を確

保していることから、今後も継続して施設運営にあたり、他施設の範となるよう良質のサービ

スの提供に努める所なです。

4.団体運営の透明性・公平性について

当施設の利用につきましては、医師‘介護支援専門員.支援相談員‘看護師・介護福祉士 ・

理学療法士.管理栄養士等を構成メンバーとした、毎週定期的に開催される判定会議の中で、

多職種によるチームアブローチによる対象者の把握と援助方針の仮決定を行い、入所のボ否を
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判断しています。

また、市内の医療・福祉団体の代表や、市担当部長等を構成員とする理事会で承認された事

業計画.予算に基づき、当協会は運営されています。

経埋部門も、多くの介護保険事業者を取引先とする会計事務所の指導*点検を受け、当協会

の監事による監査を経て理事会.評議員会の承認を受けております。

更に、決算状況を国分寺市に報告するととも(こ、当協会のホームベージヘの掲載や広報誌に

揭載して市内全世帯に配布し、運営の透旧性確保に努めております。

5.団体運常における法令等の遵守状況について

市民の保健福祉向上を目的とする法人であることから、法令を遵守し、イ劍森のねられるサー

ビスを提供することが使命であると考えております。

介護老人保健施設は、毎年東京都に施設調査まを捉,¦1¦1し夕地指導を受け、また、平成30年

に同分寺市より公の施設の指定管理者監査を受けており、個人情報保護法や労働基準法等を含

め、関速法令を遵守した施設運営をじがけております。

6.運営実績について

当協会は、平成12年4月の介護保険施むとともに、訪問介護、居宅介護支援、介護老人保健

施設、ぽ齢者在宅サービスセンターの運サをずbております。

介護保購制度は、高齢者が介護を必要とする状態となっても、可能な限り居宅において、有

作、介護老人保健施設における德能訓練と居宅サービスを組み合わせることにより、効率的に

この目的を夷現すること力巧II来ると考えております。

しかし、ご夫婦やご家族力Sそれぞれ高齢となる世帯力循え、ご家族の力だけで高齢の家族を

介護することが難しい時代となっております。

また、現状としては、様々な埋由から化宅化活を望まず、特別養護老人ホーム入所までのね

機施設と考えるご家族の方も多くおられます。

当協会の介蒸老人保健施設すこやかでは、公設民常の施設であることを踏まえ、その方の身
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体状況のみならす、在宅における様々な条件を考慮し退所判定を行います。

■分寺市介護老人保健施設すこやか退所者の平均入所期間・在宅復帰率推移(除短期入所)

年度 26年度27年度28年度29年度30年度元年度 2年度 3年度平均

ボ均入所日数旧) 191 222 236 220 191 280 233 186 219.9

在宅復帰率(％) 50.0 35.6 42.7 31.6 48.9 34.9 22.6 22.5 36.1

すこやか.ふれあい稼'働率推移

年度 26年度 27年度28年度29年度30年度

老健入所 87% 92% 88% 86% 88%

通所リハ 85% 85% 86% 87% 80%

通所介護 87% 85% 88% 84% 69%

ソじ年度

89%

78°o

2

3年度

92%

77%

60%

1

から市民ニーズに幅広く対応できる体制をとっております。その反面、それぞ

7.効率.効果的運営への取組状況について

当法人は老人保緒施設をIII心として地域密着ぜ通所介敏、通所リハビリテーション、r方問介

護、ば宅介護支援ネ※所を述常しており、提供I1J能な介霞保険サービススニューが多く、開設

フれぞれのサービス毎

に定められている人員基準を満たすように配置が必要であります。そのような中で法人内職員

一人一人力洪通の認識を持って協力体制をとっています。

入所施設は令和2年度の平均要介護度が3.も令す口 3年度は3.1となっており、要介護3～4

の要介護者の利用が中心となっています。業務効率イヒの観点から、食事介助専門等の業務にあ

たる補助職員をぼ用し、業務キS当制の導入を推進しています。

8.受託への熱意.意欲について

「いつまでも住み慣れた、この街国分寺で暮らしたい」という高齢者の願いに

国分寺市の援助を得て、市民相互扶助の精神を基に当法人は発足いたしました。当法人の基幹

サービスである介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の

維持.向上をめざし総合的に援助します。また、家族や地域の人びと.機関と協力し安心し
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て自立した在宅生活が続けられるよう支援します。当法人は複数の介護保険サービスを提供で

きる体制であり、施設を含め、全力で在宅支援の機能を提供することが可能です。

令和4年度からは、通所リハビリテーションの定員を拡大し、一人でも多くの在宅高齢者に

リハビリテーションを提供できる体制をとり、通所サービス全休の見直しを行います。将来的

には、地域に不足する通所リハビリテーションのニーズは高まっていくことから、法人内だけ

ではなく、地域の通所介護事業所や訪問看護ステーションと連携しサービス内容の差別化を

図りながら、地城の高齢者が必要な時に必要なリハビリテーションが受けられよう、体制を構

築していきます。

9.事業運営への独創性について

これまで、施設退所者の在宅/上活支援のための退所時桁卷、フオローアップ体制等、木来事

業に関速した事業展開を進めております。

公設入所施設としての役割は、市内で不足するリハビリテーションサービスを提供できるよ

う力を入れる一方、様々な埋由によりj時的に在宅生活の継続力偶難な方を受け入れる役割を

意識した施設運営をする必要があります。斤宅に戻れない要旧は個別の事情で様々あります。

そのような中で公設施設の果たす役割を模索しながら、サービス提供に取り組んでいます。

利用者の方が口からの摂取と必要な栄養を摂取していただくことで健康状態を保ち、食べる

喜びにつなげていきたいと考えております。また、経口摂取の取り組みを強イヒし歯科医師、

歯科衛生上、言語聴覚士、管埋栄養上等を中心とした多職種によるミールラウンドを月に1M

実施し、利用者一人一人に丁寧な食支援に取り組んでレ、ます。

ぼ分寺市と速携しながら、変化するポ民のニーズ・介護保険制度の行方を的確に捉え、市民

ニーズに応えられるサービスの提供におけ、づIき続き努力してまいります。

10.施設管理の安全性への配慮について

要介護度の高い方力職加する中、利用者の安全確保には手厚い人ね配置や、ぜ新の設備機器

を導入して利用者の管理を充実させることが不qj欠です。
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当施設では、コールセンサー、携帯ハンディーナースコール、センサーライト、洗浄便座付

きトイレ等、利用者の安全確保、快適性を向上させるための機器を導入してまいりました。

介護職員の離職防止や適正な配置を目指していくためには、常に業務改善が必要とされ、介

護ロポットや介護機器等デジタルツールを取り入れる必要が出ております。導入には設備面の

改善も同時に行うものも合まれており、Iモ]分寺市と協議をしながら適切に導入できるよう脇会

としても取り組んでいきます。

事故のリスクについては、リスクマネジメント委員会を定期的に開催し、その間に起きたヒ

ヤリハット事例の共有と傾向を分析し再発防止に向け、職員間で意見交換を実施しておりま

す。また、申し送りを徹底し、利用者-人-人の経過と最新の状況を把握した中でサービス提

供をむうように努めています。

新型コロナウィルス感染防止対策として、施設内消毒の徹底、カウンターにはビニールカー

テン設置、職員においては、出動前の検温.うがい.手洗い・マスク着用.必要に応じフェイ

スガード着用の徹底、また、私生活においても極力感染防止を心提けるよう指導を行っており、

在宅勤務の規定も策定しました。また、夕職1うを対象に週に1回のPCR検査及び抗原検査を

実施しています。

通所施設では、送迎車内の消毒、利川ボのマスク若川の撤底、密閉・密集’密接を避けるよ

う利用者の間隔を開ける等、また、老健施設におい力ま、外部からの感染チ防策として緊急

やむを得ない場合以外の面会制限、家族等及び納入業̶の老健フロアーヘの立ち入りサ上を

行っています。ただし、家族等と会えない時間が長くなると認知能力の低ドも心配されるため、

毎̶曜日に予約制で短い時間ではありますが、ガラス越しでインターホンでの会話を楽しん

でいただくことも行っております。

11.利用者への対応状況(接遇・苦情対応)について

施設開設当初は、職員の不慣れや技能不足から、接遇やサービスに対する苦情が数多く寄せ

られました。マニュアルの整備や、ノウハウの蓄積、利用者やその家族との信頼関係の構築に

努めていることから、苦情等は非常に少なくなっております。

すこやか.ふれあい苦情発生件数推移(単位:件)
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26年度 27年度 28年度 29年度 30年度I元年度 2年度 3年度

入所 1 1 0 0 1 2 1 0

通所 1 0 1 1 0 1 2 0

施設の利用者は、重度イヒの進むと共に認知症高齢者の利用も増加する中、職員は利用者の尊

厳を守り、一人一人の利用者がその方らしい施設生活やサービス利用力Sできるよう意識してい

ます。

モ情は支援相談員が窓口となって対応しておりますが, 窓口で対応できない場合には担当課

長、事務局次長等が対応するようにしております。

また、協会内で対応できない場合に備え、外部行識者によるホI青処理委員会を設置しており

ます。

12.職員等の育成状況について

認知症の方に対するサービスのあり方、食中遷.感染症の予防、個人情報保護リスクマネジ

メント等、施設運営で直面する様々な課題があります。

このような課題に対応するため、随時職買を研修会に派遣し受講者力納部研修の講師とな

って職員全体力撮新の情報.知識を共有するようにしております。

また、業務に必要な資格取得を奨励、そのための助成金制度を設置し資格取得をバックアッ

ブしております。

施設職員外部研修参加者推移 (単位:人)

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度元年度 2年度 3年度

入所 12 10 35 24 26 18 4 49 I

通所 1 4 4 7 11 5 0 8

13.個人情報保護対策状況(情報の管理体制)について

旧分寺市個人情報保護条例が制定されたことに伴シ�当協会でも「一般財団法人[玉1分キ市健

康福祉サーヒス協会力收有する個人情報の保護に関する規程」を制定し個人情報の保護に努

めております。
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平成29年4月に厚生労働省は「医療.介護事業者における個人情報の適切な取扱いのための

カイダンス」を作成し同年5月30日から改正個人情報保護法等の施行と合わせ適用となりま

した。

当施設ではこのガイダンスに沿って施設運営をむい、「-般財団法人国分キ市健康福祉サービ

ス協会力祝有する個人情報の保4に関する規程]を定め、職員同に取り扱いの厳格化を徹底

しております。

14.自主事業などの提案について

学生の実習受入れについては、現在新型コロナウィルスの感染拡大により中止をしておりま

すが、積極的に受け入れてまいりました。また、社会貢献活動として車いすステーション事業

に参加して車いすの貸出を行っています。今後、アフターコロナに向けて地域貢献活動の取組

みを強化し、地域住民に対して当施設ならでは専門性を究揮した市民講座の開催等、少しでも

地域に貢献できる施設運営を目指していきます。

15.障害者の雇用状況について

当協会の行う事業は、ゆLの低ドしている高齢者モを利用者とするサービスで、利用者の安

全確保等の観点から職員に必要とされる条件があり、障害者の就業可能な業務力週めて限られ

てしまいます。

当協会の障害者雇用は、事務職員に2人、介護老人保健施設の介護職員に1人雇用し, 協会

の障害者雇用率は2.94%です。また勤務時間数から雇用率に反映されないバート職員にも、障

害者を1人雇用しております。

16.高齢者の雇用状況について

当協会では正職員の定年は60歳であり、常勤職員.パート職員については今まで65歳であ

ったものを70歳と改定しました。現在65歳以との者は20名おり、雇用率は19.6%です。

正職員で定年退職後勤務を希望する場合は、常勤職員.バート職員として70歳まで勤務でき

る道を残しており、理事長力網別の理由があると認める場合は70歳を超えて雇用できる仕組み
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もあります。

しかしながら、当協会の業務は高齢者の支援がメインであり、一定の体力を必要とします。

このため、現在当̶夕で定年を超え勤務しているのは、送迎車の̶云手1名となっております。

17.管理運営に必要な提案金額について

平成13年度に国分寺市が実施した会計監査法人による国分寺市健康福祉サービス協会の予算

執行状況調査を基に、老健施設に対する補助金の考え方力潜理されました。

3年に1度の介護報画肥夕正により、施設は様々な加算に対応するケア等を取りフり1なければ収

入増が見込めなくなり、一方では、消費税率の引き上げや介護保險負担限度額認定を受ける利

用者の増加により施設の収益は圧迫され、利用者に直接サービスを衝共する看護*介護職員の

退す̶補充が難しくなっていること、ナ想夕開設22年目を迎え、備品{糖里や買い替え費用の増大

等、施設経営をめぐる状況は厳しさを増しております。

また、前述のとおり、地城密着型通所介護ふれあいについては令和4年度より規模を小さく

したため、収入は滅額となる一方、人員配置基準を順守するための人件費、経理事務を含めた

運営経費等の費用面̶受は滅額にならないため、更なる経常赤字の計上となっており、運営管

理に必要な指定権者への変更申請の届出事務、調査等の諸手続きを含め、運営法人としても大

きな負担となっています。

このような環境の中、提案書の収支見込は現行報■、税率をもとに作成しております。計と

されている施設の損失につン、ては、従来どおり介護保険事業全体で捕填に努めます。

18.ぶへの配慮について

当協会では、食事の残洋・生ゴミを徵生物の力を借りて分解する生ゴミ処激幾"ゴミサー"

を導入し俳出の抑制を図るなど、国分寺市環境基本計画の理念である「環境ま荷の少ない持

続可能な社会の構築」に沿い、事̶の、サ暴で環境に配慮した行動を実践しております。感き染

の恐れのある注射ま卜や血液の付いたガーゼ等も専用容器に保管し医療廃棄物として適正に処

理をしております。

さらに、利用者の送迎車雨のアイドリングストッスこまめな節電、資源プラスチック、紙

� 11 �



類、ビスカン類の分別を図っています。市の環境配慮指針に基づき、グリーン購入の推進、

両面印刷、両面コピーの励行、ペーバーレス化の推進などの取り組みを行い、環境に配慮した

施設運営に努めております。

19.地̶用の状況について

看護‘介護職員には̶*s� , 夜勤といった交代勤務もあることから、施設近隣の居住者

でなレ̃\と勤務が難しレ、職場です。

令和4年8月1日現在、介護老人保健施設.高齢者在宅サ、 -では、臨時職員を

含め84人の職員を雇用しております。

この内、国分寺市民は38人(全体の45.2%)ですが、施設の位置的̶から、府中市や国立市

等の隣接5市を含めると57人となり、全体の64。3%を占めています。

看護師e介護福祉士等の資格所有者職員確保は困難な状況が続いておりますが、今後も採用

は可能な限り±也域居住者を中心に行レ\ ±也域居住者の雇用拡大に貢献したも、と考えております。

20.災害時の対応について

東京都の被害想定によれば、国分寺市は多摩直下地震。立川断層帯地震が発生した±̶、震

度6強の地震に見舞われる恐れがあります。

災害弱者が生活する施設として、当施設では計画的に食料、非常用飲料水、非常用燃ぜ1調

理器具、ラジオ、照明器具等の非常用品を月意するとともに、緊倉連絡網、近隣居住職員の応

援体制、マニュアル等を整備し様々な災害に備えております。

災害発生日きは、入所者の安づち確保のみならず、公設民営の施設としていずみプラザの施設上

の特性も活かし市と協力し近隣メ主民及び罷災者の̶夏。援護、又は安全確保に努める所存で

す。

21.新̶u用̶得のための取組みについて

当協会は、国分寺市介護老人保健漏夕すこやか*国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれ

あレ、の運営を目的に財団法人の認可を受け、これまで20年に互り様々な資格を有する多数の職
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員が、高齢者の支援を行ってまいりました。

公設の施設ということもあり、民間施設に比べきめ細やかなサービスを求められており、職

員もその要望に応えられるよう研鎮をかさね、一定の評価をいただいていると自負しておりま

す。

また、市民のニーズを適切に捉え、状況に合わせた対応が必要であると考えております。通

所事業ついては、見直しも視野に入れ同分寺市と協議のと進めて参ります。

令和4年4月からリノ\ビリテーション機能強化を目的とした通所リハビリテーションの定員

を15人から24人に変更し法人ホームベージや広報誌において周知を行いました。

さらに、市内居宅介護支援事業所、地域包括支援センターヘの個別訪問による周知を行い、

新規利用者獲得につながっています。

職員一同、これまでの経験を活かして当施設の運営に継続して携わり、地域住民が"国分寺

市に住んでいて良かった"と思っていただけるように努めたいと願っておりますので、指定管

埋者に選定していただきますようお願いいたします。
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